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新 岩 手 県 市 町 村 合 併 支 援 プラ ン 

 

   

第１ 趣 旨 

新岩手県市町村合併支援プラン（以下「県の新支援プラン」という。）は、市町村が合併し、

新しいまちづくりを行うに当たっての県の支援策を明確にすることにより、自主的な市町村合

併を推進し、地域の活性化と個性あるまちづくりを支援するものである。 

 

第２ 対象地域 

県の新支援プランに掲げる具体的支援策は、原則として次に掲げる市町村を対象地域とする。 

  (1) 市町村の合併の特例等に関する法律（以下「新法」という。）に基づき県が作成した自主

的な市町村の合併の推進に関する構想（以下「構想」という。）に位置づけられた構想対象

市町村   

    (2) 新法に基づいて合併した市町村 

  

第３ 具体的支援策 

  １ 構想対象市町村への支援 

(1) 市町村の将来像等に係る調査研究の支援 

複数の市町村で組織する研究会や合併協議会等が行う、現状分析、合併効果や合併後の市

町村の将来像等についての調査研究については、関係市町村からの要請に応じて、広域振興

局及び地方振興局を中心に必要な助言に努めるほか、その事業に要する経費について、地域

活性化事業調整費対象事業として優先的に採択する。 

 

(2) 市町村等が行う普及啓発事業への支援 

    市町村や民間団体が合併の推進のために行う、講演会や意見交換会の開催などの普及啓発

事業については、市町村等からの要望に応じて、地域活性化事業調整費対象事業として優先

的に採択する。 

 

(3) 合併シミュレーションの策定等 

    市町村において、地域の将来像などについて住民に対し具体的な情報提供が図られるよう、

県独自の合併シミュレーションを策定し、市町村行財政の中長期見通しの作成などに対して

支援を行う。 

       

  (4) 合併推進アドバイザーの派遣等 

     市町村からの依頼に基づき、合併に関する豊富な知識を有する市町村合併推進アドバイザ

ーの派遣や市町村合併出前講座を実施するなどにより、市町村における講演会等の開催や調

査研究事業等に対する支援を行う。 

 

  (5) 合併協議会等に対する人的支援 

関係市町村からの依頼に基づき、合併協議会委員、幹事会幹事などとして参画するほか、

法定協議会を設置している市町村からの依頼に基づき、必要に応じて県職員を派遣する。 

 

  (6) 国の新支援プランの活用 

構想対象市町村が国の新支援プランを活用できるよう積極的に支援し、国の新支援プラン

に掲げる国庫補助事業の推進を図る。 
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(7) 合併申請市町村への支援 

   知事へ合併申請を行った市町村が、合併を円滑に推進するために行う事業に要する経費に

ついては、市町村からの要望に応じ、自治振興基金による無利子貸付を行う。 

    

２ 合併市町村への支援 

 (1) 県から市町村への権限移譲 

合併市町村に対しては、その担いうる力に応じて、真に「自立できる市町村」として、主

体的・自立的な地域づくりに取り組めるよう、平成 17 年４月に策定した「県事務の市町村

への移譲指針」」（以下「指針」という。）に基づき、人的支援や財政的措置を伴う権限移譲

を積極的に推進する。また、指針に掲載する事務に限らず、法律等の制限により移譲が困難

な事務等についても、合併市町村の要望に応じ、可能な限り移譲を進める。 

 

(2) 合併市町村のまちづくり事業に対する支援 

合併市町村が行う、合併市町村基本計画に基づくまちづくりのための事業に要する経費に

ついては、合併市町村からの要望に応じ、自治振興基金による無利子貸付を行う。 

 

(3) 国の新支援プランの活用 

合併市町村が合併市町村基本計画に基づき実施する事業については、国の新支援プランを

活用できるよう積極的に支援し、国の新支援プランに掲げる国庫補助事業の推進を図る。 

 

  (4) 過疎団体及び準過疎団体に対する県単独支援措置の特例 

    合併市町村のうち合併関係市町村に過疎地域又は準過疎地域の市町村が含まれるものに

ついては、当該合併市町村の区域のうち当該市町村の合併が行われた日の前日において過疎

地域又は準過疎地域であった区域を過疎地域又は準過疎地域とみなして、これらに対する県

単独の支援措置を引き続き行うものとする。 

 

  (5) 合併市町村基本計画に盛り込まれた県事業の推進 

 合併市町村基本計画を達成するために県が行う事業については、合併市町村の円滑な運

営の確保及び地域の個性ある発展のために積極的に推進する。 

 

３ 県による具体的な支援 

構想対象市町村及び合併市町村を対象に、上記の１の（6）及び２の（3）に掲げる県事業等

のうち、当面、国の新支援プランを活用しながら実施するものは以下に掲げるものとし、合併

市町村基本計画の策定に向けた協議を踏まえ、対象地域における総合的かつ計画的な合併市町

村のまちづくりを支援する。 

 

(1) 快適な暮らしを支える社会基盤の整備 

   ア 道路の整備 

     車社会の進展による道路交通の役割の拡大に伴い、公共施設等の拠点を連絡する道路や

市街地の骨格を形成する都市計画道路などの幹線道路、身近な生活道路の整備充実を図る。 

○ 市町村合併支援道路事業 

合併市町村の一体化を促進するため、新市町村内の公共施設等の拠点を連絡する道

路・街路などについて、整備の推進を図る。 

    ○ 交流ふれあいトンネル・橋梁整備事業 



 3 

      地形的制約により相互の交流が遅れている地域の交流の促進・活性化を図るため、市

町村間等を連絡する大規模なトンネルや橋梁について、重点的な整備の推進を図る。 

 ○ 案内標識設置に対する支援 

      市町村合併により整備が必要となる道路付属物として整備する道路標識（歩行者案内

用標識を含む）について、重点的な整備の推進を図る。 

 

   イ 交通の利便性確保のための条件整備 
交通不便地域の解消、利用者の利便性・快適性向上のため、交通拠点の整備等を行う。 

    ○ 都市再生交通拠点整備事業 

合併市町村の交通利便性を確保するため、都市再生交通拠点整備事業で行うパークア

ンドライド用駐車場について、必要に応じ重点的な整備の促進を図る。 

    ○ 港湾改修費補助事業 

      重要港湾、地方港湾のけい留施設、外郭施設等の建設及び改良工事、局部的な改良工

事等の推進を図る。 

            

ウ 住環境の整備 

都市景観にも配慮し、地域の特性に適合した魅力ある居住環境の形成を目指す。 

    ○ 公営住宅の建替え等の促進 

      合併を視野に入れた集約・統廃合による合理的な住宅の整備を促進するため、合併関

係市町村においては、集約・統廃合のための用途廃止を行えるよう、また、跡地につい

て有効に活用されるよう、情報提供や助言を行う。 

    ○ 合併を視野に入れた住宅供給に係る関連公共施設等の整備支援 

      合併を視野に入れた効率的な住宅供給を促進するため、合併関係市町村が共同で取り

組む住宅市街地等の一体的整備方針を盛り込んだ地域住宅計画等において、位置づけら

れた住宅供給事業等に係る関連公共施設等の整備の促進を図る。 

 

   エ 地域の再生 

○ 地域再生基盤強化交付金の活用 

市町村合併を行う地方公共団体が作成する地域再生計画において、地域再生基盤強化

交付金の活用が必要であるとして認定を受けた道路等の事業の推進を図る。 

    

(2) 豊かな生活環境の創造 

ア 上水道の整備 

     合併に伴う水道施設の再編・統廃合による従来の広域化のほか、経営や管理の一元化な

どによる新たな概念の広域化を積極的に進める。 

 ○ 水道広域化及び最適広域化の推進 

         市町村合併による水道事業の統合による広域化や新たな概念による最適な広域化を行

う場合には、それらのメリット・デメリットを整理するなど、市町村の事業推進を支援す

るための情報提供や助言を行う。 

 

イ 汚水処理施設の整備 

公共用水域の水質保全や生活環境の改善、都市型浸水への対応など、質が高く快適な暮らし

を実現するため、汚水処理施設の整備を推進する。 

○ 流域下水道の特例 

流域下水道の対象地域である複数市町村が、合併により 1つの市町村になる場合において
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も流域下水道として補助が受けられるよう特例制度を活用する。 

○ 下水道と他の汚水処理施設との共同利用の促進 

合併する場合、複数の汚水処理施設が、共同で利用する汚泥処理処分施設等の整備を下水

道事業により行うなど、合併関係市町村における他の汚水処理施設との広域的共同処理の促

進を図る。 

○ 農業集落排水施設等の整備の促進 

      合併関係市町村間の汚水処理施設整備水準の均一化を図るため、農業集落排水施設等

の整備の促進を図る。 

○ 公共下水道事業等下水道の普及の促進 

合併市町村の公共下水道等下水道の普及促進を図る。 

○ 浄化槽の普及の促進 

      合併市町村における浄化槽の普及促進を図る。 

  

   ウ 消防・防災・国土保全の推進 

災害の発生に速やかに対応し、国土を保全するために、消防・防災機能の強化、国土保

全の推進に努める。 

    ○ 補助河川事業 

過去の災害実績等のほか、市町村合併後の病院、官署等の主要公共施設等の重要施設

が想定氾濫区域内に位置する場合には、補助河川事業の推進等を図る。 

○ 補助ダム建設事業 

過去の災害実績等のほか、市町村合併により、全域に渡る水道施設の整備等に伴う水

源施設の整備が緊要となる等の状況が見込まれる場合において、市町村合併後の病院、

官署等の主要公共施設等の重要施設が想定氾濫区域内に位置する場合には、補助ダム事

業の推進を図る。 

○ 補助砂防事業、補助地すべり対策事業及び急傾斜地崩壊対策事業 

過去の災害実績等のほか、合併関係市町村にあって従来の市町村域を越えて住民の用

に供されることとなる公共・公用施設等の重要性が増大する場合には、このような施設

を保全するため、補助砂防事業、補助地すべり対策事業及び急傾斜地崩壊対策事業の推

進を図る。 

    ○ 補助海岸事業 

補助海岸事業の実施に当たっては、過去の災害実績等の他に、市町村合併後の病院、

官署等の主要公共施設等の重要施設が想定浸水区域内に位置する場合には、当該海岸事

業の推進を図る。 

 

エ 情報通信の整備 

     ＩＴ社会において、情報通信基盤の整備により、行政、医療、福祉、産業、文化等の日

常生活に関わる分野において、ＩＴ化による地域振興策の推進を図る。 

○ 地域イントラネット基盤施設整備事業等 

合併により必要となる住民サービスの高度化のメリットの付与、合併関係市町村間に

おけるデジタル・ディバイドの是正、合併に向けた市町村の端末等設備の共通化や更新

等を目的とするハード整備の促進を図る。 

○ 地域情報通信基盤整備推進交付金 

地域の特性に応じた情報通信基盤の整備を支援することにより、合併関係市町村間の

情報格差の是正を促進する。 

 

  (3) 生涯にわたる保健・医療・福祉の充実 
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保険料(税)の適正な賦課や収納率の向上及び医療費の適正化を図り、国民健康保健事業の

安定的な運営に努める。 

    ○ 国民健康保険の広域化支援 

      市町村合併の際の保険料平準化等を無利子貸付等により支援するため国保広域化等支

援基金の有効な活用を図るとともに、市町村合併に伴う国保電算処理システムの改修等

の掛かり増し経費について、岩手県調整交付金の交付による支援を行う。 

  

  (4) 次世代を担う教育の充実 

学校施設の整備、学校規模の適正化、学校給食の充実等を図り、児童・生徒の教育環境の

向上に努める。 

 ○ 教職員定数に関する激変緩和措置 

   合併に伴い学校が統廃合され、学級数が減少し教職員定数が減となる場合であっても

一定期間激変緩和する措置を講ずる。 

 ○ 公立学校施設整備事業 
   公立の小・中学校を適正な規模にするための学校統合及び耐震性能等が低下している

校舎等については、義務教育の円滑な実施に資するため、必要となる施設の整備の促進

を図る。 
 ○ 学校給食施設整備事業 

   市町村合併に伴い、学校給食施設の効率化・合理化を図る必要がある場合には、学校給

食の円滑な実施に資するため、必要となる施設の整備の促進を図る。 

     

  (5) 新世紀に適応した産業の振興 

   ア 農林水産業の振興 

     地域特性を活かした活力ある農林水産業の振興のため、生産基盤の整備充実、生産性の

向上を図る。 

    ○ 地域用水環境整備事業 

合併関係市町村間の農業生産基盤及び生活環境基盤の整備水準の均一化を図るため、

農業水利施設の保全管理又は整備と一体的に農業水利の有する地域用水機能の維持・増

進するために必要となる整備の推進を図る。 

○ 地域用水機能増進事業 

合併関係市町村間の農業生産基盤及び生活環境基盤の整備水準の均一化を図るため、

地域用水機能を支える組織とその活動を支援することを目的として、ソフト事業を補完

するハード施設の改修の促進を図る。 

○ 経営体育成基盤整備事業 

効率的かつ安定的な経営体を育成し、これらの経営体が農業生産の相当部分を担う農

業構造を確立するため、地域農業の目指す展開方向等を踏まえ、必要となる生産基盤等

の整備の促進と経営体の育成を推進する。 

○ 市町村合併支援農道等整備事業 

合併市町村の一体化を促進するため、複数の合併関係市町村の受益となる農道、林道

及び漁港関連道等の整備の推進を図る。 

○ 広域営農団地農道整備事業 

合併関係市町村間の農業生産基盤及び生活環境基盤の整備水準の均一化を図るため、

農業振興地域内で県が策定する「広域営農団地整備計画」に基づき、基幹となる農道の

整備の推進を図る。 

○ 一般農道整備事業 
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合併関係市町村間の農業生産基盤及び生活環境基盤の整備水準の均一化を図るため、

農村地域の基幹的な農道の整備の推進を図る。 

○ 農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業 

合併関係市町村間の農業生産基盤及び生活環境基盤の整備水準の均一化を図るため、

農業用揮発油税の減免措置の身替りとして基幹的な農道の整備の推進を図る。 

○ 中山間地域総合整備事業 

合併関係市町村間の農業生産基盤及び生活環境基盤の整備水準の均一化を図るため、

中山間地域において、農業生産基盤、農村生活環境等の総合的な整備の推進を図る。 

○  村づくり交付金 

合併関係市町村間の生活環境の整備水準の均一化を図り、村づくりを支援するため、

地域の創造力をいかしながら、農業生産基盤と生活環境の総合的な整備の促進を図る。 

○ フォレスト・コミュニティ総合整備事業 

都市と森林・山村の交流促進を図りつつ、緑豊かな美しい環境を創出するため、骨格

的な林道や山村地域の生活環境基盤の総合的な整備の推進を図る。 

○ 森林環境保全整備事業 

森林の有する多面的な機能の発揮を図るため、重視すべき森林の機能区分に応じて森

林整備に必要な森林管理道の整備の推進を図る。 

○ 農林漁業揮発油税財源身替林道整備事業 

合併関係市町村間の森林と集落、市場等を結び、効率的な森林整備の促進と地域の振

興を支援するため、既設林道や公道を峰越しで連絡する林道の開設等の推進を図る。 

○ 水産物供給基盤整備事業 

合併関係市町村間の水産業の連携強化・整備水準の均一化を図るため、漁港や漁場な

ど水産物供給基盤の整備の推進を図る。 

○ 漁村総合整備事業 

合併関係市町村の生産基盤と生活環境の整備水準の均一化を図るため、集落排水処理

施設、集落道等生活環境の改善に資する施設の整備、植栽、休憩所、親水施設等景観の

保持や就労環境の改善に資する施設、地域の既存ストックの有効活用等を通じた生産基

盤と生活環境施設の効率的な整備の促進を図る。 

○ 農林漁業用揮発油税財源身替漁港関連道整備事業 

漁獲物の流通及び漁業資材の輸送の合理化により漁業生産の近代化を図り、あわせて

豊かで住みよい漁村の振興に資するため、漁港と幹線道路を結ぶアクセス道路の整備の

推進を図る。 

 

イ 商工業の振興 

個性ある地方の自立した発展と活性化を促進するため、中心市街地の商業等の活性化、

小規模事業者の経営基盤の充実を図る。 

○ 中心市街地活性化による商業の振興 

合併後も中心市街地における商業等の活性化がより一層促進されるよう情報提供や

助言を行う。 

    ○ 商工業小規模事業経営支援事業 

合併関係市町村内の小規模事業者に対するサービス低下を招かないための措置を講

ずる。 

 

  (6) 連携・交流による開かれたまちづくり 

合併市町村が一体化することにより地域全体が魅力ある開かれたまちとなるよう、住民参
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加による市町村内の連携や農山漁村と都市との交流の促進を図る。 

○ まちづくり交付金 

合併市町村の創意工夫と自主性を活かし、必要な幅広い事業をパッケージで一括実施

するための整備計画策定等に関する情報提供や助言を行う。 

○ 策定された将来構想の情報提供 

合併の効果を活かした広域的なまちづくり、地域づくりが可能となるよう合併後の地

域の将来ビジョンに関する策定ノウハウ等の調査結果について情報提供を行うことに

より、各地域の取組を促進する。 

○ 都市計画の決定・変更に対する支援 

市町村合併に伴う土地利用、都市施設等の都市計画の決定・変更に関する情報提供や

助言を行う。 

○ 地域間交流・連携の支援 

複数市町村等による地域間交流・連携を推進して地域の活性化を図るための関係事業

の促進を図る。 

 

第４ 市町村合併の広報・啓発 

  １ シンポジウム等の開催 

住民や市町村によるワークショップの開催や、学識経験者や住民代表などによるシンポジウム等

の開催により、市町村行財政の将来見通しを踏まえた今後の市町村のあり方について活発な議論が

行われるよう促す。 

 

 ２ 情報の提供 

   合併の必要性や効果、合併手続き、国・県の支援制度、県内市町村における合併協議の進捗

状況等、住民の判断材料となる情報をインターネットなど各種広報媒体を活用して積極的に提

供する。 

 

第５ 今後の取組とフォローアップ 

  支援本部及び関係部局においては、地域の要望等を踏まえながら県の新支援プランの拡充に

向けて引き続き検討を行うものとする。 

なお、支援本部は、県の新支援プランのフォローアップを行い、関係部局は、県の新支援プ

ランの実施状況について、支援本部に対して報告を行う。 

 

第６ 市町村合併支援窓口 

   市町村合併に関する情報提供等による県民への市町村合併の啓発とともに、県の新支援プラ

ンに基づいた支援策の紹介やその具体化についての相談、又は、市町村合併の進展に伴う所管

施策に関する不安、懸念等についての相談等に対応するため、各部局が連携・協力して、下記

のとおりそれぞれの窓口を設置するものとする。 

  (1) 各部局の支援窓口 

各部局の窓口を次のとおり設置し、パンフレット等の啓発資料を備える。 

     総合政策室    政策推進課 

地域振興部    地域企画室 

環境生活部    環境生活企画室 

保健福祉部    保健福祉企画室 

商工労働観光部  商工企画室 

農林水産部    農林水産企画室 
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県土整備部    県土整備企画室 

総務部      総務室 

出納局      総務課 

総合雇用対策局  総合雇用対策監 

医療局      管理課 

企業局      経営総務室 

教育委員会事務局 教育企画室 

警察本部     警務課 

広域振興局及び 

各地方振興局    広域振興局経営企画部経営企画課、地域支援課及び広域振興局総合

支局地域支援部地域支援課並びに地方振興局企画総務部企画振興課 

 

  (2) インターネットを活用した窓口 

県のホームページにおいて、支援本部に関する情報提供を行う。 


